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第18回 熊本県議会 地域対策特別委員会会議記録 

 

令和４年９月28日(水曜日) 

            午前10時０分開議 

            午前11時48分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

(1) 新たな地方創生への取組について 

(2) 行政サービスの維持向上について 

(3) 付託調査事件の閉会中の継続審査につ

いて 

――――――――――――――― 

出 席 委 員（14人） 

        委 員 長  緒 方 勇 二 

副委員長 河 津 修 司 

        委  員 松 田 三 郎 

        委  員 吉 永 和 世 

        委  員 池 田 和 貴 

        委  員 小早川 宗 弘 

        委  員 田 代 国 広 

        委  員 西   聖 一 

        委  員 渕 上 陽 一 

        委  員 前 田 憲 秀 

        委  員  田 大 造 

        委  員 岩 本 浩 治 

        委  員 城 戸   淳 

        委  員 前 田 敬 介 

欠 席 委 員（１人） 

        委  員 岩 下 栄 一 

委員外議員（なし） 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

総務部 

部長 平 井 宏 英 

 理事兼 

    市町村・税務局長 真 田 由紀子 

       市町村課長 坂 野 定 則 

人事課長 磯 谷 重 和 

企画振興部 

 理事兼 

    デジタル戦略局長 小金丸   健 

政策審議監 深 川 元 樹 

地域・文化振興局長 永 友 義 孝 

  首席審議員兼 

企画課長 小 川 剛 史 

      地域振興課長 久保田 健 二 

デジタル戦略推進課長 受 島 章太郎 

システム改革課長 黒 瀬 琢 也 

 知事公室 

     政策調整監 天 野 誠 史 

健康福祉部 

    健康福祉政策課長 井 藤 和 哉 

 環境生活部 

      環境政策課長 江 橋 倫 明 

        男女参画・ 

協働推進課長 板 橋 麻 里 

商工労働部 

      商工政策課長 津 川 知 博 

  首席審議員兼 

労働雇用創生課長 工 藤 真 裕 

産業支援課長 辻 井 翔 太 

観光戦略部 

観光交流政策課長 久 原 美樹子 

観光振興課長 石 井 利 幸 

 農林水産部 

農林水産政策課長 德 永 浩 美 

むらづくり課長 𠮷 住 俊 郎 

 土木部 

監理課長 森 山 哲 也 

 教育委員会 

      教育政策課長 竹 中 千 尋 

   ――――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

     政務調査課主幹 西 村 哲 治 

     政務調査課主幹 内 布 志保美 

――――――――――――――― 

  午前10時０分開議 

○緒方勇二委員長 ただいまから、第18回地
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域対策特別委員会を開催します。 

 本日の特別委員会は、インターネット中継

が行われます。委員並びに執行部におかれま

しては、発言内容が聞き取りやすいように、

マイクに向かって明瞭に発言いただきますよ

うお願いします。 

 執行部の紹介につきましては、お手元の関

係部下職員名簿に代えさせていただきます。 

 なお、本日の委員会出席者は、説明資料に

関係する職員のみとしておりますので、お手

元の配席表により御確認ください。 

 それでは、お手元に配付の委員会次第に従

い、付託調査事件を審議させていただきます

ので、よろしくお願いいたします。 

 議題１、新たな地方創生への取組に関する

件、議題２、行政サービスの維持向上に関す

る件について、一括して執行部から説明を受

け、その後質疑を受けたいと思います。 

 なお、委員会の運営を効率的に行いたいと

考えておりますので、説明につきましては、

簡潔にお願いします。 

 また、説明者は着座にて説明をお願いしま

す。 

 では、資料に沿って執行部から説明をお願

いいたします。 

 

○受島デジタル戦略推進課長 デジタル戦略

推進課です。 

 新たな地方創生への取組のうち、まず、Ｄ

Ｘ関係について御説明いたします。 

 説明資料の１ページをお願いいたします。 

 １、くまもとＤＸ推進コンソーシアムの状

況についてでございます。 

 くまもとＤＸ推進コンソーシアムは、今年

２月に策定をいたしましたくまもとＤＸグラ

ンドデザインを具体化していくため、ＤＸに

関心や意欲がある企業、団体、大学、自治体

などの参加による連携組織となっておりま

す。今年６月に発足いたしまして、事務局は

県のデジタル戦略局に置いています。 

 コンソーシアムでは、ＤＸ機運の醸成、情

報発信、情報の共有、ＤＸ事例の創出、横展

開、そしてプロジェクトの創出のため、様々

な取組を進めております。後ほど具体的に御

説明をいたします。 

 ２、会員の状況でございますが、既に多く

の参加をいただいておりまして、９月１日現

在で、会員数は264に達しております。 

 内訳は、県内の企業、団体が218、県外か

らも46の参加をいただいております。 

 業種は、ソフトウエア関係を含む情報通信

業が最も多くて53社となっておりますが、こ

のほかにも、サービス業、製造業など様々な

業種の企業あるいは市町村、大学からも数多

く参加をいただいております。 

 ２ページをお願いいたします。 

 コンソーシアムにおきますＤＸ機運醸成の

取組について御説明をいたします。 

 まず、左側です。 

 ７月26日に、熊本城ホールにおきまして、

ＤＸに関する周知啓発を目的とした初の対外

的な催しとなりますキックオフイベントを開

催いたしました。現地、オンラインを合わせ

て306人の参加をいただいたところです。 

 内容としましては、まず基調講演として、

県の妹尾暁デジタル戦略監、続いてＡＩ関連

企業でありますパロアルトインサイトの石角

友愛ＣＥＯから、ＤＸとは何か、あるいは企

業においてＤＸに取り組む際のポイントは何

かなどについて分かりやすくお話をいただい

たところです。また、県内企業によるＤＸの

取組事例の発表などもいただきまして、その

ほか会場の外には、技術ですとか製品などの

紹介を行います企業ブースも設置いたしまし

た。 

 同じページの右側には、８月に立ち上げま

したコンソーシアムのホームページについて

まとめてございます。 

 既にＤＸについての意欲が高い企業に対し

て、あるいはこれからＤＸについて勉強した
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いという企業に対しましても、参考となりま

すように、企業の取組事例の紹介ですとか、

あるいはイベント情報、そして国や県の補助

メニューなど、皆さんに役立つ情報を掲載し

てございます。 

 ３ページをお願いします。 

 ＤＸ公募型実証事業についての御説明で

す。 

 ＤＸを推進していく上では、ＤＸとは何

か、あるいはどのように進めたらいいかと考

える企業、団体に対して、参考となる取組事

例を提供するということが重要であると考え

ております。一方で、県内にはまだこうした

事例があまり多くないのが実情でございま

す。ＤＸ公募型実証事業は、こうした課題を

踏まえた事業となります。 

 (1)事業目的を御覧いただきますと、今申

し上げましたように、参考事例を創出し、得

られたノウハウや成果をコンソーシアムの会

員の皆様に共有するということを掲げてござ

います。 

 ６月中旬から募集を開始いたしましたが、

３つの公募要件を設定しました。 

 まずは、くまもとＤＸグランドデザインの

実現に資するデジタル技術を活用した取組で

あるということに加えて、必ず複数の企業、

団体から成るグループでの取組であるという

ことを対象としております。採択事業には、

県から１件当たり500万円を上限として支援

を行っております。 

 企画提案応募の結果でございますけれど

も、３件程度の採択枠に対しまして、32もの

提案がございました。当初の想定を大きく上

回る応募だったというふうに受け止めており

ます。改めて、企業、団体の皆様のＤＸにつ

いての関心の高さというものを感じたところ

でございます。 

 提案内容は、防災、教育、観光、農業、ヘ

ルスケアなど、こういった分野が比較的多く

ございました。 

 ４ページをお願いいたします。 

 ここからは、今申し上げました実証事業で

採択しまして、今取組を進めております３件

について御説明を差し上げます。 

 まず１件目が、デジタル技術や複数データ

を活用した鳥獣被害の可視化の取組です。 

 これは、農家ハンターの企業とソフトウエ

ア企業の連携による取組でございます。 

 内容は、自動の無人カメラやドローンの活

用により鳥獣の画像の撮影を行いますほか、

農家や市町村がお持ちの被害情報などのデー

タを集約して、いわゆる鳥獣被害プラットフ

ォームを構築するというものです。こうした

複数のデータの統合をベースとしまして関係

者間で取組を連携させていくという取組は、

鳥獣被害対策だけではなく、様々な分野での

活用ができるのではないかと考えておりま

す。 

 ２件目は、ウエアラブルセンシング、電子

カルテなどの連携による健康データの可視化

の取組です。ソフトウエア企業と病院、行政

の連携による取組になります。 

 内容は、病院の電子カルテやお薬情報、さ

らには個人が持っていますウエアラブルウオ

ッチを活用した日々のヘルスケアデータな

ど、こういったものを幅広く連携をさせまし

て、本人はもとより、遠方に住む御家族など

とも健康状態を見える化できるというもので

ございます。 

 こうした取組は、官民連携による住民の健

康増進を進めたいと考えておられます多くの

市町村の皆さんにも参考になることが期待さ

れるところでございます。 

 ５ページをお願いいたします。 

 ３件目が、ドローン、ＡＩ画像解析技術等

の活用による農地の営農状況の現地確認作業

の取組でございます。 

 ソフトウエア企業とドローン企業、それと

行政、高校の連携による取組になっておりま

す。 
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 内容は、ドローン撮影と行政データを組み

合わせた地図情報を作成しました上で、ドロ

ーンによります空撮画像を基に、ＡＩが耕作

の作物を自動判別していくというものでござ

います。こうしたデータを統合して、農地の

営農状況をシステム上で可視化していくとい

うふうなことを目指しております。 

 天草市役所におきます現地確認作業を効率

化するとともに、地元の天草高校では、ここ

はスーパーサイエンスハイスクールに指定さ

れておりますが、こういったドローンの技術

ですとか、あるいは地域課題に対するデジタ

ル先端技術の活用と、こういったものを授業

で取り入れていきたいとお考えになっておら

れます。 

 以上、３件のほかに、採択には至らなかっ

たものの事業化の可能性が感じられる提案と

いうのも多くございました。さらなるＤＸ機

運の醸成につながりますよう、国や県の補助

制度の紹介など、必要に応じたフォローを行

って、今後の県のＤＸ施策の参考にもつなげ

てまいりたいというふうに考えております。 

 ６ページをお願いします。 

 大学等との連携によるＤＸ人材の育成の取

組について御説明をいたします。 

 左側の項目は、１、熊本大学、県立大学、

東海大学の連携による人材育成の取組です。 

 これら３大学では、熊本の次代を担うＤＸ

人材の育成に関しまして、大学の垣根を越え

た授業の提供など、連携の強化に取り組んで

おられます。半導体分野をはじめ、地域が求

める人材像を共有し、教育プログラムの提供

をしていくこととなりますが、熊本県としま

しても、くまもとＤＸ推進コンソーシアムな

ど、関係機関とともに積極的に連携を図って

まいりたいと考えております。 

 なお、大学のこうした取組を推進するに当

たりまして、今年度の文部科学省所管の地域

活性化人材育成事業に――補助金ですけれど

も、これに採択をされたところでございま

す。 

 右側の項目は、専門学校イデアＩＴカレッ

ジ阿蘇による地域企業等と連携した人材育成

の取組です。 

 南阿蘇村にございます専門学校であります

同校が、観光業ですとか、あるいは情報サー

ビス産業の団体と連携いたしまして、人材を

育成していこうという取組です。南阿蘇村を

フィールドとすることで、震災復興にも寄与

するものと考えております。 

 県といたしましても、ＤＸ推進、そして産

業人材育成の観点から、しっかり連携を図っ

てまいりたいと考えております。 

 ７ページをお願いいたします。 

 データ連携基盤について御説明いたしま

す。 

 データ連携基盤につきましては、１、概要

の４番目のポツにございますとおり、地方自

治体など行政機関や民間企業などが、それぞ

れが保有しますデータを連携させる機能を持

つ、そういったものでございます。 

 下のイメージ図にございますように、様々

なデータの活用が可能となることで、新たな

デジタル行政サービスや民間企業のビジネス

創出、産業振興につながることが期待される

と、そういったものでございます。 

 概要にお戻りいただきまして、国では、デ

ジタル田園都市国家構想の実現に向けまし

て、地方自治体において地域のデータ連携基

盤の構築の検討を求めております。根幹とな

る技術の開発、提供は、国において行うとい

うことになっております。 

 ２番目の県の対応についてでございます

が、県といたしましても、くまもとＤＸグラ

ンドデザインを実現する上でも、データの連

携とその基盤というのは大変重要であると考

えております。 

 現在、県における基盤の在り方について、

スマートシティーに取り組んでおられます熊

本市、八代市、荒尾市、人吉市、合志市など
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と７月から勉強会を開いて検討を進めている

ところでございます。市町村や民間企業のサ

ービスにつながる、あるいは地域ごとに異な

る方式が乱立することを防ぐという観点から

も、しっかりと検討を進めてまいります。 

 ８ページをお願いいたします。 

 広報の事例として、５月に行いました新聞

広報と、それから８月に放送されました県政

番組について記載をしております。 

 ５月の新聞広報では、蒲島知事、石原進Ｄ

Ｘくまもと創生会議の共同座長、そして県の

妹尾暁デジタル戦略監によります鼎談形式で

掲載いたしました。「熊本におけるＤＸの可

能性」と題しまして、様々な御意見をいただ

いたところでございます。 

 また、８月の県政番組では、先ほどのキッ

クオフイベントの模様も織り交ぜながら、熊

本におけますＤＸの推進について紹介する内

容といたしました。 

 引き続き、ＤＸについての理解を深め、県

内機運の醸成につながるよう、広報について

も取り組んでまいります。 

 デジタル戦略推進課からの説明は以上で

す。 

 

○久保田地域振興課長 地域振興課でござい

ます。 

 新たな地方創生への取組のうち、移住、定

住等関係について御説明させていただきま

す。 

 説明資料の９ページをお願いいたします。 

 移住定住推進本部につきましては、右上に

記載しておりますとおり、５月に今年度の第

１回本部会議を開催しまして、６月の本委員

会で御報告させていただいたところでござい

ます。 

 右下に記載しておりますとおり、10月に第

２回本部会議の開催を予定しております。第

２回本部会議では、移住定住関係事業の取組

状況や令和５年度の重点事業について議論す

る予定でございます。 

 10ページをお願いいたします。 

 移住、定住の推進に向けた取組の方向性で

ございます。 

 ６月の本委員会でも御説明させていただき

ましたが、上段に記載しております基本方針

「地方移住の関心の高まりに合わせ、都市部

の若年層をターゲットに「豊かな暮らし」を

実現する施策を展開し、熊本への人の流れを

加速化する。」の実現に向け、各種取組を進

めているところでございます。 

 その下に記載しておりますとおり、豊かに

暮らせる熊本の実現に向けて、生活環境、社

会基盤、教育環境等の整備を着実に進めると

ともに、選ばれる熊本の実現に向け、方針１

「デジタル技術の活用」、方針２「ターゲッ

トの明確化」、方針３「意欲的な市町村等へ

の重点支援・連携強化」、方針４「関係人口

等の拡大」の４つの方針に基づく各種事業や

半導体産業の集積等を踏まえた人材育成、確

保、ＰＲ等の実施に全庁的に取り組んでいる

ところでございます。 

 関係事業の取組状況について、主なものを

御報告させていただきます。 

 11ページをお願いいたします。 

 生活環境、社会基盤、教育環境等の整備関

係事業でございます。 

 左側、「くまもとスタイル」子育て推進事

業は、企業のトップが従業員の結婚や子育て

等の生活の充実を応援するよかボスの普及促

進や、主に就学未満の子育ての相談にＡＩが

24時間365日回答する聞きなっせＡＩくまも

となど、結婚、妊娠、出産、子育てまで、社

会全体で応援する機運を醸成する取組を通

じ、移住、定住先での子育ての不安解消につ

なげるものでございます。 

 下段に記載しておりますとおり、９月12日

時点で、よかボス企業・団体は926事業所、

聞きなっせＡＩくまもとの登録者数は8,764

人となっております。 
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 右側、女性が住みたくなる地域おこしスタ

ートアップ事業は、20歳代から30歳代の女性

の転出超過数が男性を上回っているという本

県の現状を踏まえ、熊本県立大学との協働

で、その要因の調査、分析を行うものでござ

います。 

 東京圏、大阪圏、福岡県への転出者約

1,500人とＵＩＪターンされた方約1,000人を

対象としたアンケート調査等を行っていると

ころでございます。その調査結果を庁内の関

係部局等で共有し、女性が住みたくなる魅力

的な熊本づくりにつなげてまいります。 

 12ページをお願いいたします。 

 方針１、デジタル技術の活用に関する事業

でございます。 

 左側、熊本ONLINE移住祭は、８月27、28日

の２日間、オンラインを活用した移住希望者

への熊本の魅力の発信や市町村の個別相談会

等を行ったものでございます。移住相談会と

しては初めて県内の全市町村が出展するとと

もに、２日間で延べ197組の移住希望者に御

参加いただき、そのうち133組が個別に市町

村との移住相談を行いました。 

 右側、復旧・復興首都圏等広報強化事業

は、ＳＮＳ広告等を用いた戦略的な広報を実

施する事業でございます。 

 ただいま御紹介しました熊本ONLINE移住祭

や新規就農セミナー、御所浦化石採集クルー

ジング、ＵＸへの参加企業募集など、関係人

口の拡大につながるテーマを、ＳＮＳ広告を

用いて、ターゲットに向けて的確に情報発信

するものでございます。 

 ８月末時点で、延べ700万人の方に向け

て、2,500万回の情報発信を行っておりま

す。広告画像を見て、ランディングページ、

見ていただきたいサイトのページでございま

すけれども、そちらに移っていった方の情報

を県庁内で蓄積、共有し、活用することで、

熊本に興味がある方への的確な情報発信が可

能となります。 

 13ページをお願いいたします。 

 左側、熊本ONLINE瓦版は、「note」という

メディアプラットフォーム、記事や画像など

のコンテンツを基に交流するサイトのことで

ございますが、その中で、熊本での暮らしや

移住の情報を定期的に配信する取組を行って

おります。熊本への移住者のインタビュー記

事や県職員による熊本のいいところの紹介な

どを発信しており、８月17日時点で延べ１万

3,905人の方がこのページを訪問されており

ます。 

 右側、移住定住担当者向け研修会は、先ほ

ど御説明しました熊本ONLINE移住祭に先立ち

まして、より効果的にオンラインでのＰＲや

個別相談対応等が可能となるよう、市町村職

員を対象として、オンラインイベントでのプ

レゼンテーションのポイントなど、オンライ

ン技術の習得のために研修会を開催したもの

でございます。29市町村35名の方に御参加い

ただくとともに、当日欠席された方でも後日

視聴できるよう、アーカイブでの配信も行っ

ております。 

 14ページをお願いいたします。 

 方針２、ターゲットの明確化に関する事業

でございます。 

 左側の東京では、上段に記載のとおり、銀

座熊本館店舗入り口のショーウインドーにデ

ジタルサイネージ、デジタルの表示板を設置

しまして、熊本の魅力をＰＲする動画を放映

しております。 

 また、下段に記載しておりますとおり、本

県と就職支援連携協定を締結している首都圏

の大学等に東京事務所職員が直接出向き、県

職員や市町村職員の採用案内を行うほか、Ｕ

ＩＪ就職支援センターと連携し、ＵＩＪター

ン就職支援制度の案内や熊本の魅力のＰＲ等

を行っております。 

 右側、大阪では、関西のテレビ局が主催す

る移住イベントへの出展やテレビ番組、ＳＮ

Ｓを活用したＰＲ等を行っております。 
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 先週末、９月23日から25日まで開催された

移住イベントでは、本県に移住、Ｕターンし

た芸能人によるトークショーやくまモンのス

テージショーを行うなど、熊本の魅力発信に

取り組んだところでございます。 

 15ページをお願いいたします。 

 福岡県は、本県からの最大の人口流出先で

ございます。そこで、左側に記載のとおり、

７月25日に、東京、熊本、大阪に次いで４か

所目となる常設の移住相談窓口を福岡事務所

内に新設したところでございます。 

 窓口の開設に当たっては、下に書いており

ますとおり、地元の新聞やタウン誌への広告

掲載、イベントでのＰＲを通じて周知に取り

組んだところでございますが、末尾に記載し

ておりますとおり、８月末現在の相談件数は

６件にとどまっておりますので、引き続き、

知名度向上に取り組んでまいります。 

 また、右側に記載のとおり、福岡県が福岡

市内に開設しております大濠テラスのオープ

ンスペースにおきまして、今年12月までに合

計６回、定期的にマルシェやワークショップ

を開催し、熊本ファンや関係人口の拡大に向

けたプロモーション活動に取り組んでおり、

併せて移住相談等にも取り組んでいるところ

でございます。 

 16ページをお願いいたします。 

 方針３、意欲的な市町村等への重点支援・

連携強化に関する事業でございます。 

 左側、空き家バンクプラットフォームの構

築事業は、市町村が個別に運営している空き

家バンクの情報を県が集約し、移住希望者が

県内全域の空き家情報を横断的に検索できる

ホームページを構築するものでございます。 

 移住希望者にとっては、このサイトにアク

セスすることで、県内の空き家情報を幅広く

検索することが可能となり、一方で、市町村

にとりましても、個々の市町村のサイトに情

報を掲載した場合よりもアクセス数が増加す

ることが見込まれますので、双方にとって利

便性の向上が期待されるものでございます。 

 また、コロナ禍において、現地に出向いて

の内覧が難しくなったこともあり、バーチャ

ルによる内覧へのニーズも高まっておりま

す。そこで、360度カメラの導入により、遠

隔地からバーチャルでの内覧を可能にすると

ともに、ピクトグラム、分かりやすく単純化

された絵文字のことでございますけれども、

こちらを用いた情報の可視化にも取り組んで

まいります。 

 なお、このプラットフォーム構築のために

必要な予算を本定例会に提案させていただい

ております。今年度中に、システムの設計、

構築を完了し、令和５年度からの本格運用を

開始することを目指しておりますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 右側、スーパー中山間地域創生事業は、農

林水産業の柱を持ち、若者の受入れや新たな

経済循環等の取組によって活力あふれる持続

可能なスーパー中山間地域を創生するもので

ございます。 

 今年度南阿蘇村で行っております取組を御

紹介させていただきます。 

 南阿蘇村では、南阿蘇村農業みらい公社を

中心とした里山を守る取組を行うこととし、

現在、地域おこし協力隊７名が村に移住し、

農産物の地産地消や新規就農に向けた農業技

術の習得等に取り組んでいるところでござい

ます。 

 17ページをお願いいたします。 

 方針４、関係人口等の拡大に関する事業で

ございます。 

 関係人口創出支援等補助金は、地域の課題

解決や将来的な移住、定住につなげるために

市町村が行う関係人口創出拡大に資する取組

や移住体験ツアー等に対する支援でございま

す。 

 左側の事例１、菊池市が実施するしごと体

験ツアーは、菊池市への移住者の仕事現場を

見学するツアーを実施することで、移住する
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際のハードルとなっている移住先での仕事に

関する理解を深め、移住の推進を図るもので

ございます。オンラインツアーと現地ツアー

を併用することで、コロナ禍においても参加

しやすいツアーとなっております。オンライ

ンツアーは９月15日に実施されており、現地

ツアーは10月30日に実施予定でございます。 

 右側の事例２、玉名市が実施するジョブケ

ーションを通じた関係人口拡大は、地方に関

わりたい都市部の人材と課題を抱える地方と

の連携を通じて関係人口の拡大を目指す取組

で、具体的には、東京のレストランのシェフ

と玉名市内の生産者等が、共同で東京での販

路拡大や新たなレシピ開発等に取り組むもの

でございます。 

 最後に、18ページをお願いいたします。 

 半導体産業の集積等を踏まえた人材育成、

確保、ＰＲ等に関する取組でございます。 

 本県では、住民窓口におけるアンケート調

査等を基に、移住者数の把握に努めていると

ころでありまして、これまで、このアンケー

トは日本語のみで行っていました。 

 ＴＳＭＣの本県への進出などにより、海外

からの移住者が増加することが想定されるこ

とから、９月から外国語対応アンケート調査

を導入し、これまで以上に適切な移住者数の

把握に努めているところでございます。住民

窓口での調査票によるアンケートは、英語、

中国語、韓国語の３か国語、本県の電子申請

サービスを活用したオンラインでのアンケー

トは、英語に対応したものとなっておりま

す。 

 今後とも、市町村や関係機関と連携しなが

ら、本県への人の流れを加速し、移住、定住

を推進するための取組を進めてまいります。 

 地域振興課からの説明は以上でございま

す。 

 

○坂野市町村課長 市町村課でございます。 

 続きまして、行政サービスの維持向上につ

いて御説明をさせていただきます。 

 19ページをお願いいたします。 

 本日の説明項目を記載しております。２点

ございます。 

 １点目が、市町村支援に関する取組方針に

基づく取組、２点目が、第33次地方制度調査

会の動きについてでございます。 

 20ページをお願いいたします。 

 １の市町村支援に関する取組方針に基づく

取組につきまして、まず、(1)取組方針の基

本的な考え方についてでございます。 

 取組方針の概要につきましては、前回の委

員会で説明をいたしております。 

 今回、基本的な考え方の部分について、抜

粋、掲載しています。記載のとおり、県民総

幸福量の最大化に向けまして、県と市町村が

地域課題を共有した上で、それぞれの強みを

生かしながら、一体となって課題解決を図る

ことを理念としておりまして、手法としまし

ては、県のほうから多様な支援メニューを見

える化しつつ、行政のデジタル化や広域連携

等について重点的に支援していくこととして

おります。 

 21ページをお願いいたします。 

 (2)取組の現状について説明をいたしま

す。 

 まず、Ⅰの技術的支援につきまして、県南

広域本部などにおきまして、災害公営住宅整

備などの設計、施工に関する技術的な相談に

対応しています。また、デジタル関連では、

デジタル戦略推進課におきまして、南阿蘇村

などの10の市町村に対しまして、デジタル化

支援専門人材を派遣しまして各種行政システ

ムの更新、導入等について技術的助言を行っ

ております。 

 次に、Ⅱの人的支援につきましては、今年

度、災害対応で12人、相互交流では39人の県

職員を派遣しております。各市町村におきま

して、災害からの復旧、復興やそれぞれの市

町村の課題に応じた取組を市町村職員の皆さ
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んとともに進めております。 

 また、下段になりますが、人材育成を目的

とした市町村からの研修職員の受入れにつき

ましては、今年度、16人を本庁各課並びに東

京事務所などに受け入れているところでござ

います。 

 次に、Ⅲの共同運営につきましては、県と

市町村で構成します熊本県・市町村電子自治

体共同運営協議会におきまして、電子申請サ

ービスや電子入札システム、公共施設予約シ

ステムなどの共同運営を推進しております。 

 Ⅳの事業支援につきまして、上段の事業受

託・代行につきましては、今年度、市町村道

や農地、農業用施設関係の災害復旧事業を実

施しております。 

 中段の財政的支援等では、当課におきまし

て、今年度新規事業としまして、熊本県市町

村行政体制維持・強化支援交付金を創設して

おりまして、市町村に周知を図っているとこ

ろでございます。 

 現在、４つの市町におきまして、市町村交

付金の活用を検討いただいているところでご

ざいます。これにつきましては、後ほど詳し

く説明をいたします。 

 下段のその他として、今年度、球磨地域振

興局の土木部の体制を強化しまして、土地区

画整理事業等を県事業として実施していると

ころでございます。 

 22ページをお願いいたします。 

 今御説明をしました今年度の取組の中か

ら、人的支援と財政的支援につきまして、少

し詳しく説明をいたします。 

 まず、人的支援につきまして、災害対応ま

たは相互交流で市町村に派遣されている県職

員の状況について御紹介いたします。 

 資料の左上、球磨村への派遣職員について

でございます。 

 こちらは、災害対応で派遣されている職員

でございます。復興推進課の係長として、復

興まちづくり計画の進捗管理、調整や災害公

営住宅の整備支援などに従事しております。

写真は、災害公営住宅に関する説明を地域住

民向けに行っているものでございます。 

 残りの３件は、相互交流によるものでござ

います。 

 資料の右上、南阿蘇村では、総務課の財政

係長として、行財政改革に伴う各種調整や予

算査定業務などに従事しております。 

 資料の左下、山都町では、ＳＤＧｓ推進室

長として、町のＳＤＧｓ未来都市計画の目標

策定や有機農業の促進に関する業務などに従

事しております。 

 資料の右下、水俣市では、観光交流経済課

の課長補佐として、市の観光振興計画の策定

や観光素材の掘り起こしなど、地域に密着し

た取組に従事しております。 

 23ページをお願いいたします。 

 次に、財政的支援でございます。 

 今年度新規に予算措置をいただきました熊

本県市町村行政体制維持・強化支援交付金に

つきまして説明いたします。 

 23ページは、交付金の趣旨と事業概要につ

いて記載したものでございます。 

 要約しますと、今後の急速な人口減少に備

えまして、資料の下段の中央になりますが、

地域の未来予測の作成を促しまして、下段の

右側に記載しております行政のデジタル化や

地域を支える各種団体との連携、市町村間の

広域連携等につなげるものでございます。 

 24ページをお願いいたします。 

 市町村の交付金活用に向けた取組を時系列

で記載をしております。順に説明いたしま

す。 

 今年３月末に、今回の取組方針の策定と併

せまして交付金の要項を制定しまして、県内

全市町村に周知、募集を開始しております。 

 ４月には、各広域本部及び振興局に交付金

の概要説明を行いまして、管内市町村への活

用促進を依頼しております。 

 ５月に所要見込額を各市町村に照会しまし
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たところ、活用検討中との回答が２市町から

ありましたので、６月にかけまして同団体を

訪問しまして、詳細な説明を行ったところで

ございます。 

 また、市町村課のほうでは、例年８月から

９月にかけまして、地方創生関係事業の取組

の拡大に向けまして、各広域本部と連携しま

して、市町村訪問を行っているところでござ

います。 

 今回、この訪問に合わせまして、交付金活

用の検討を依頼しましたところ、新たに２つ

の市町から前向きな回答をいただいたところ

でございます。 

 また、８月24日には、総務省と連携しまし

て、広域連携等に関する市町村との意見交換

会を開催したところでございます。これにつ

きましては、後ほど御説明をいたします。 

 25ページをお願いいたします。 

 上段に、交付金の活用に前向きなお話がご

ざいました４市町の意見を記載しておりま

す。 

 未来予測の作成につきましては、４市町に

おいて検討を進めていくという回答をいただ

いております。特に、人口減少の影響が懸念

されます地域交通あるいは地域福祉の分野で

検討が進んでいるようでございます。 

 一方で、資料の中段になりますが、多くの

市町村では、行政のデジタル化や市町村間の

広域連携は重要と認識されているものの、実

際の検討には至っておらず、今後検討あるい

は他団体の事例を見てみたいという意見が多

くなっております。 

 このため、下段になりますが、引き続き、

国の協力を得ながら、他県のモデル的な取組

を紹介していくとともに、県内においてもモ

デル的な取組が展開されるように、この交付

金の活用を引き続き働きかけてまいりたいと

考えております。 

 26ページをお願いいたします。 

 (3)国と県内市町村との意見交換について

でございます。 

 先ほど少し触れましたが、８月24日に、地

域の未来予測に基づく広域連携等に関する意

見交換会を、総務省と連携しまして、熊本テ

ルサで開催しております。 

 趣旨は、国の第32次地方制度調査会答申を

踏まえまして、地域の未来予測に基づく広域

連携等を推進するとともに、市町村の実情を

把握するためのものでございます。 

 今回の意見交換会は、もともと総務省のほ

うからお声かけいただいたものでございま

す。その背景には、国の地制調答申が出され

まして２年が経過しておりますが、この地域

の未来予測の作成やそれに基づく広域連携の

動きが全国的になかなか広がっていないとい

うことがあるようでございます。総務省のほ

うでも、市町村の率直な意見を聞きたいとい

うことで、今回開催に至ったものでございま

す。 

 27ページをお願いいたします。 

 意見交換会での県内市町村の主な意見を御

紹介いたします。 

 まず、地域の未来予測の作成についてでご

ざいます。 

 事前の総務省のアンケート調査では、７団

体は作成を検討しているという回答でござい

ましたが、38団体は検討していないという回

答結果でございました。作成を検討していな

い理由としましては、資料に記載のとおり、

作成の手順が分からない、他の計画などと類

似している、予算、人材不足で手が回らな

い、取組の優先順位が低い等の御意見をいた

だいたところでございます。 

 また、市町村間の広域連携に対する認識に

つきましては、効率化や経費節減に有効であ

り、必要性は理解をするが、課題としての優

先順位が低く、全庁的な取組の検討に至って

いない、あるいは課題が顕在化していないの

で検討が進まないなどの御意見をいただいた

ところです。 
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 県としましては、総務省から他県の事例な

どを紹介していただきながら、さらなる機運

の醸成、課題意識の共有に努めてまいりたい

と考えております。 

 28ページをお願いいたします。 

 ２つ目でございますが、第33次地方制度調

査会の動きについてでございます。 

 今年の１月14日に、岸田総理大臣から地方

制度調査会のほうに諮問がなされておりま

す。 

 諮問の概要は、諮問事項として記載してい

る内容のとおりでございます。 

 １月以降、専門小委員会が６回、総会が６

月に１回開催されておりまして、６月３日の

総会では、今後の審議項目について議論がな

されております。 

 29ページをお願いいたします。 

 ６月の総会で決定されました今後の審議項

目を記載しています。 

 大きく３つの柱立てとなっております。 

 項目１では、ＤＸの推進や新型コロナの感

染拡大が地域社会や地方行政にどのような影

響を与え、どのようなことが課題となるか、

また、項目２では、国と県または県と市町村

の役割分担あるいは相互の連携、協力などに

ついて、項目３では、地方議会の位置づけや

職務の明確化などについて審議されることと

なっております。 

 今後も、調査会の議論を注視しまして、適

宜御報告をさせていただきます。 

 説明は以上でございます。 

 

○緒方勇二委員長 以上で執行部からの説明

が終わりましたので、質疑に入りたいと思い

ます。 

 まず、新たな地方創生への取組に関する件

について質疑はありませんか。 

 

○松田三郎委員 おはようございます。 

 資料でいいますと、７ページ辺りが中心、

ちょっと複数ページにまたがると思います

が、これは、システム課、デジタル課、受島

課長か黒瀬課長だと思いますが、以前この委

員会でも申し上げましたように、ＤＸという

のは、これは受け売りですけれども、デジタ

ルに重きがあるんじゃなくて、デジタルを手

段として、トランスフォーメーション、制度

の在り方をがらっと改革する、変えるという

ところに主眼があるべきだという話だそうで

ございます。ですから、県もかなり一生懸命

取り組んでいただいている、課もつくって大

いに結構だと思っております。とはいえ、こ

の７ページ辺りにあるように、前提として、

デジタル化を進めていろいろなところにつな

がって、より利便性を高めるというのは当然

必要なことだと思っております。 

 ただ先般、ＫＤＤＩ、ａｕの通信障害とい

うのが報道されたときに、携帯電話ぐらいが

不便になるんだろうとたかをくくっておりま

したら、我々が思う以上に、非常につながり

が広いことによって、時間も長かったという

のもありますけれども、かなり日常生活、社

会生活にいろいろな支障が出てきたと。とい

うことは、今後、県ももちろんでございます

が、このデジタル化、つながるエリアが広く

なればなるほど、障害が起きたときのマイナ

スの影響というのは非常に大きくなるんだろ

うと思います。 

 かといってこれからの世の中、そういうこ

とをあんまり恐れていると、なかなか進める

ことができない。だから、災害と比較するわ

けにはいきませんが、通信障害的なものは、

これから十分あり得るんだ、ただその場合、

できるだけその影響を少なくする、影響する

時間を少なくすると、あるいは復旧に当たっ

て、できるだけ短時間で復旧できるというこ

とに備えておくことが必要なんだろうと思っ

ております。 

 ただ、やっぱり民間に対して、あまり強く

こうしろああしろと言える分野でもないでし
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ょうから、かといってバックアップを全てに

おいて準備するとか、何かハイブリッドでと

いうと、また大変でしょうし、お金もかかる

ということで、我々の、あるいは県民として

の心の準備を含めて、今後そうならないのが

一番ですけれども、なったときには、例えば

県としては、できる範囲ではこうします、こ

うしたいと思っておりますというところがあ

りましたら、どっちにもまたがることかもし

れませんが、お尋ねしたいと思います。 

 

○受島デジタル戦略推進課長 様々なシステ

ムについてのいわゆるリスク管理という御指

摘かというふうに思っています。 

 先生が今おっしゃったように、やっぱり何

か物事が起こった後だと、なかなかリカバリ

ーというのは、その準備ができておりません

と、時間がかかったりだとか、予想もつかな

い障害が発生したりというふうなことが十分

あり得るんだろうと我々も考えております。 

 その意味で、民間事業者さんは民間事業者

さんで、システムをしっかり構築していただ

くというのはもちろんなんですけれども、自

治体側、我々としましては、例えば、そうい

ったものを調達するときに、何か災害があっ

て、あるいは停電等があったときに、システ

ムとしてどう動ける状態にしておくのかとい

うのを担保しておくとか、あるいは――この

前の台風のときに、五木のほうで山が崩れて

電気等が落ちたということもございましたけ

れども、ああいった通信基盤を多重化してお

くということも一つの備えかと思います。 

いずれにしましても、機器障害もそうです

が、災害等に備えて、そういったことがあっ

たときに、影響ができるだけ小さく、かつ時

間が短く済むような取組のほうを優先して取

り組んでまいりたいというふうに考えており

ます。 

 

○松田三郎委員 おっしゃるように、災害の

ときなんかは顕在化するわけでしょうけれど

も、どうですか、さっき途中おっしゃったよ

うに、民間がやることに、例えば、契約があ

るとか、何か協定を結んでいるときには、多

少強制力を持って強く言えることはあるんで

しょうけれども、今回のケースなんかで、県

に不都合があった場合にどうのこうのという

のは、なかなか一般論としては言いにくいの

かなと思いますけれども、そこだけ確認して

終わりたいと思います。 

 

○黒瀬システム改革課長 今のところ、何と

いいますか、ＮＴＴさんとか実際の通信事業

者の方々とどういう役割をしているかという

ことでいきますと、今お話があったように、

具体的に、こういう場合にこうしますとか、

そういうことを決めておるような状況ではご

ざいません。大きな影響は、前回の分はあり

ませんでしたけれども、今後また同じような

通信障害とか発生する可能性がありますの

で、実際どういうふうに役割分担になるの

か、どういうお願いができるのか、そういう

ことを通信事業者の方々と一緒に話をしてい

かないといけないなというふうに考えておる

ところでございます。 

 

○松田三郎委員 なるほど。はい、結構で

す。 

 

○池田和貴委員 関連して。 

 すみません、今のに関連してなんですけれ

ども、今松田委員のほうからおっしゃられま

したように、ちょうど参議院選挙の期間中

に、今回はａｕさんの通信障害がありまし

た。その関係で、私も、特にこれが災害時に

なった場合にはどうなんだろうということで

心配をして、県の災害対策のが通信障害があ

った場合にはどうなるんだということを調べ

させていただきましたが、かなり、県のその

災害対策の場合には、二重三重にバックアッ
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プがされるような形になってて、そこはお話

聞いて安心をしたところなんですけれども、

今松田先生おっしゃったように、実際やって

るのは、民間企業はやってるんですけれど

も、もともと民間企業が仕事をやるための電

波、これは国の財産で、この電波帯を使うの

は国が認可しているんですよね。 

 ですから、例えば、災害があったときに、

これは県じゃなくて国に対してだと思うんで

すけれども、例えばＫＤＤＩが駄目なときに

は、自然とＮＴＴドコモを使えるとか、ソフ

トバンクの回線に切り替えるとか、いわゆる

ローミングができるような議論、国のほうで

もあると思うんですけれども、やっぱり使う

現場の自治体としては、そういうことを強く

求めていく必要があるんじゃないかと思うん

ですよね。 

 今度プラチナバンドの入札が入るというこ

となので、例えば国のほうが、プラチナバン

ドの入札に参加する事業者にはローミングを

義務づけるとか、そういうふうにしてもらう

と、ある一社が何か障害があったとしても、

利用者側からは気づくことなく、ほかの回線

に移動されて、そこで通信がそのままスムー

ズにつながるというような形が私は望ましい

んじゃないかと思うんですけれども、県とし

ては、そういうことを考えた上で、多分国の

ほうにもそういう要望等も出されているんじ

ゃないかと思うんですが、その辺はいかがで

すか。 

 

○小金丸デジタル戦略局長 御指摘ありがと

うございます。 

 委員がおっしゃったとおり、今総務省のほ

うで、ローミングといいますか、例えばａｕ

が使えなかったとき、ドコモとか、あるいは

ソフトバンクで使えるようにするということ

も検討はされていることも我々も伺っている

ところです。 

 我々も、総務省の出先機関にはなりますけ

れども、総合通信局、熊本市の駅前にありま

すけれども、あちらのほうと常日頃意見交換

を行っているところもございますので、今回

いただいた御指摘を踏まえながら、しっかり

とまた通信局をはじめとして、そのほか政府

への要望も含めて、しっかりと対応していき

たいと思います。 

 

○池田和貴委員 ぜひ、これはやっぱり現場

に近いほうからそういう声を上げていくって

私大事だと思うんですよね。災害が起きて何

か対応するということも大事なんですけれど

も、対応しなくてもきちんと事前に準備され

てて、そちらにつながっていくということの

ほうがもっと大事だと思うので、ぜひそうい

うのを、熊本県だけではなくて、他の地方自

治体とか市町村の皆さん方とも話し合いなが

ら、そういう要望を国のほうに上げていただ

くようにお願いをしたいというふうに思いま

す。 

 続けていいですか。 

 

○緒方勇二委員長 はい、どうぞ。 

 

○池田和貴委員 質問なんですけれども、２

つありまして、１つは１ページのコンソーシ

アムについてなんですが、これは改めて確認

させてもらうんですけれども、まず、目的、

概要の１ポツ目に、このグランドデザインの

具体化を進める産学行政による組織と書いて

あるんですけれども、この地方創生の議論が

最初にできたときには、今までの産官学では

なくて、これに金融、言論も入れて産官学金

言でやるんだという、最初の新たな方針で地

方創生って進んでいたというふうに思うんで

すが、ここには産学行政としか書いてないの

で、その辺の考え方はもうなくなったのか、

それとも今でも生きてそのままやってるの

か、その辺をまず１点お伺いしたいと思いま

す。 
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○受島デジタル戦略推進課長 デジタル戦略

推進課でございます。 

 すみません、以前にも同じ御指摘をいただ

いて、記載が言葉足らずでございました。申

し訳ございません。 

 おっしゃっていただいているように、この

取組は、民間企業さんだけではなくて、それ

を取り巻く行政もそう、大学もそれと同じよ

うに、マスコミさんも同じでございますし、

金融機関も一緒ということで、産官学金言で

取組を進めていくということは大前提だとい

うふうに考えております。 

 今260を超える団体さんの中にも、既に金

融機関さんについても、地方銀行、それから

都市銀行も御参画をいただいておりますし、

マスコミ様におかれましても、御参画いただ

いているという状況でございます。失礼しま

した。 

 

○池田和貴委員 分かりました。 

 実際それで進んでいるのであれば、こうい

う記載の仕方ですね、少し気をつけてもらえ

ればなというふうに思いますので、今後少し

そこは気をつけていただければと思います。 

 もう一点が、ＤＸの公募型実証事業の中

で、いろいろ今回選ばれたと思うんですが、

デジタル化というか、ＤＸによって、私、大

学のない地域に、オンラインでの大学のキャ

ンパスとか、そういうのができる可能性が出

てきたんじゃないかなと思うんですね。 

 特に、私が住む天草地域というのは、以前

から短大とか大学の誘致、専門学校の誘致っ

てやってきたんですけれども、このＤＸが進

むことによって、そういう大学の誘致が、い

わゆる高等教育機関がない地域にも広げられ

るんじゃないかというふうに実は考えてまし

て、このＤＸ実証事業の中で、大学の方も入

ってらっしゃるんですけれども、そういう話

って出てないのかどうなのか、ちょっとその

辺をお伺いしたいなと思ってるんですけれど

も。 

 

○受島デジタル戦略推進課長 今御質問いた

だきました大学のない地域への大学教育、高

等教育の提供ということについてでございま

すけれども、今回のコンソーシアムの中での

この取組の中では、そういった視点での提案

というのはございませんでした。 

 ただ、全体を見てみますと、今は大学教育

という御指摘だったんですけれども、例えば

中山間あるいは離島に対する医療とかという

こともしかりでございまして、非常に情報通

信基盤も整いつつあり、あるいはデジタルの

機材も非常に整いつつある中で、これまでに

はできなかったことというのが非常に多く提

案がございました。 

 先生御指摘になりました教育というものに

ついて、今回は出ませんでしたけれども、引

き続き、我々もそういった投げかけをしなが

ら、コンソーシアムでの取組というのを膨ら

ませていきたいというふうに考えてございま

す。ありがとうございました。 

 

○池田和貴委員 ぜひお願いしたいと思うの

は、やっぱりもう今少子化で、新たな大学の

キャンパスを持ってくるとか、その基準に合

った建物とか土地とか用意するって、これは

大変なんですよね。多分、それは現実的じゃ

ないと思うんですけれども、このＤＸを使っ

て、そういうことができれば、講師の先生方

は別にどこで話されてても、そこで授業を受

けられるわけですし、例えば課題とかもネッ

トで提出すればいいわけでしょうから、そう

いったことが可能性としてあるんじゃないか

と思うので、ぜひ考えていただきたいと思い

ます。 

 あと、天草だけでいうと、県立高校です

ね。再編進みましたけれども、もともとあっ

た県立高校も、もともとの生徒のキャパシテ



第18回 熊本県議会 地域対策特別委員会会議記録（令和４年９月28日) 

 - 15 - 

ィーよりもかなり人数少なくなってきてて、

例えば拓心高校なんかですと、いわゆる実業

系の高校なんですけれども、かなり広い建物

や学校の持っている資産の管理も大変なよう

になってるんですよね。 

 例えば、県とすれば、そういったところと

うまく連携できないのかとか、その場所をど

こにするかというとき、そういう発想も持っ

ていきながら、ぜひこれは検討を進めていた

だければということを要望しておきたいと思

います。 

 以上です。 

 

○緒方勇二委員長 要望ですね。 

 ほかに質疑ございませんか。 

 

○前田憲秀委員 御説明ありがとうございま

した。 

 私も、ＤＸに関してちょっとお尋ねをした

いと思います。 

 まず１ページ、ＤＸグランドデザインが２

月に制定をされて、ＤＸコンソーシアムの状

況という御報告がありました。会員数が264

と赤文字で書いてあるんですけれども、この

会員数の例えば目標とか、実際どうだったの

かというのはあるんでしょうか、まず。 

 

○受島デジタル戦略推進課長 他県に、こう

いったコンソーシアムではないのですけれど

も、産学官金のこういった集まりでの取組と

いうのが散見されます。他県の状況を見ます

と、大体200ぐらいというのが一つ多うござ

いましたので、我々としては、まずそこを目

指したいというのが、目標とはちょっと違う

のかもしれませんけれども、ございました。 

 

○前田憲秀委員 じゃあ目標はクリアと、第

１段階はというふうに認識していいんです

ね。 

 次、２ページ、３ページなんですが、ま

ず、私も事前にこの資料を見て、どうイメー

ジすればいいのかとあったんですが、受島課

長の端的な説明を聞いて、よりぐっときたの

は正直なところです。 

 そもそもなんですけれども、このＤＸとい

うのは、３ページにもありますように、防

災、教育、観光、農業、あと、医療、福祉、

もう全ての分野に関わるんですよというのは

間違いないですかね、課長。 

 

○受島デジタル戦略推進課長 この背景が、

やはり人口減少ですとか、いろいろ人手不足

ですとか、あるいは東京から非常に離れてて

場所がどうだとか、あるいは時間の制約がい

ろいろあるとかというふうなことを、こうい

ったもろもろのこれまでの課題とされていた

ものを乗り越えていくのがデジタル技術だと

いうふうに考えますと、委員御指摘のとおり

全ての分野に関わってくる問題かなというふ

うに理解をしております。 

 

○前田憲秀委員 私もそう思っております。

先ほどのコンソーシアムも、活動内容はＤＸ

の機運の醸成とかありました。これは、最初

から興味がある人が、まずがっと取りつかれ

てるんだと思うんですけれども、実際関係な

いよというような事業の人たちも本来は関係

あるんですよという人たちのほうがまだ多い

んじゃないかと思うんですよね。ですから、

そういう人たちにいかに情報発信をしていく

かというのが、これからの課題じゃないかな

と思ってます。 

 ２ページのキックオフイベントも306名、

オンラインも含めて参加ということだったん

ですけれども、こういったきっかけというの

が非常に大事かなと思います。 

 右側にホームページ開設しましたと。私も

見てみたんですけれども、この資料を見たの

と一緒で、このホームページを見て、ＤＸが

必要なんだ、どこに問い合わせればいいんだ
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ろうというようなところまではまだないんじ

ゃないかなと思うんですよ。何かお気づきの

ときは、私、受島まで御連絡くださいじゃな

いですけれども、何か取っかかり、ＤＸがこ

れから必要なんだと、そのためには、このホ

ームページに誘導しないといけないですけれ

ども、それはそれでまた別の対策も必要なん

でしょうけれども、そういう一つ一つ段階を

踏んで、大事なのは、やっぱり目標を立てて

じゃないかなというふうに思っております。 

 それと、最後の質問ですけれども、３ペー

ジに、この公募型の実証事業ということであ

りました。32提案・グループということです

けれども、これは、例えばソフトウエア会社

と、先ほどから言うように、ＤＸが必要なん

だろうかといういろんな事業体とのマッチン

グも必要じゃないかと思うんですけれども、

そこら辺はどんなお考えでしょうか。 

 

○受島デジタル戦略推進課長 委員御指摘の

とおり、我々も、机上のといいますか、いわ

ゆる言葉としてのＤＸということだけでは、

もちろんそれも周知を図っていくという意味

では大事なんですけれども、それが実際皆さ

んが取組を進めていくという段階に行くため

には、このソフトウエア会社、技術を持って

いるところと課題を持っているところのマッ

チングというか、その出会いというのは非常

に大事だというふうに認識しております。 

 今回のその公募型の提案で、グループでの

提案というのを求めたのが、やはりそこに一

つ肝がございまして、単独の自分の会社をど

うかしたいということではなくて、困ってい

るところと自分こんなところやれるよという

ところの提案があることで、何らかの次の発

展性が出てくるんじゃないかという期待を持

って、グループ提案とさせていただいたとこ

ろでございました。 

 

○前田憲秀委員 まさしくおっしゃるとおり

だと思うので、その件数がいかに多くなっ

て、よりいいものができ上がっていくかとい

うことだと思うので、これからしっかりそう

いう成功事例――実証事業なんていう報告も

ありました。これも非常に興味があっていい

ことではないかなと思いますので、そういう

事例の発信もがんがんやっていただいて、次

はこういうところまで行きましたというよう

に段階を踏んでいっていただくように、ぜひ

頑張っていただきたいと思います。要望で終

わります。 

 

○緒方勇二委員長 よろしいですか。 

 ほかに質疑ございませんか。 

 

○ 田大造委員 ６ページのＤＸの人材育成

に関してちょっとお尋ねなんですけれども、

本当に、100年、200年に一度ぐらいの変革期

と言われてまして、これは皆さんも御承知の

とおりなんですけれども、ＩＴとかＤＸをで

きる、プログラミングができる人材不足とい

うのが本当に指摘されてまして、人材の育成

というのは、本当に真剣に考えていかない

と、時代にも取り残されるというふうになっ

ていると私は認識してます。 

 今公教育は、例えば県立高校の教育システ

ムというのは、明らかにもう全然変わってま

せんで、いまだに高校２年生で文系と理系に

分かれるというシステムが全国一律でまだ踏

襲されてまして、２年生時に大体３割が理系

に進んで７割が文系に進むと、これまでの教

育ではコンピューター言語も文系の学生はほ

とんど理解してないと。ここの冒頭でも、文

系に対しても、ＤＸ、半導体に関する教育を

行うというふうに、県も十分その重要性は分

かっていると思うんですが、やっぱりできる

ことから本当しっかりしていくというのが重

要と思ってます。 

 幸い、コンソーシアムにいろんな県内の大

学参加していただいてまして、その中でもや
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っぱり県立大学ですね。県立大学で、やっぱ

りいち早く熊本県は、情報工学というんです

かね、プログラミングを前面に押し出した教

育、間口をどんどん広げていくというのを打

ち出すべき時期だと私は認識してます。 

 そういう取組が、実際に今どこまで話が進

んでいるのか、やっぱり大学の入学定員を、

理系のＩＴ関係、ＤＸ関係の人材を育てる定

員を増やさないと人材が育たないと思うんで

すね。専門学校にも同じことが言えると思う

んですが、その辺どうなっているのか、ちょ

っと詳しく教えてください。 

 

○受島デジタル戦略推進課長 デジタル戦略

推進課でございます。 

 今御指摘のありました、いわゆる文理融合

というふうな考え方なんですけれども、今回

のこの取組に関して申し上げますと、この資

料の中でも、ＤＸと、それから半導体という

のを大きなキーワードとして立たせておりま

すけれども、例えば、先ほどＤＸについてお

話がありましたように、ＤＸについても、物

すごく幅広い分野に活用の幅が出てくるし、

ＤＸ人材、半導体人材といいましても、いろ

んな側面、いろんなレベル感の人材が必要に

なってくるという中で、もう根っこの考え方

は、文系だからこう、理系だからこういうと

ころへ行くという考え方ではなくて、そこを

いろんなレベル感、いろんな興味の持ち方で

広げていこうというのが、この考え方の根っ

こにございます。 

 今回熊本大学のほうで提供なさるその半導

体に関する講座を、例えば、県立大学の文系

の生徒さんがお聴きになる、あるいは県立大

学のほうで提供される、そのデータサイエン

ス入門というような講座を今度は熊大のほう

が捉える、あるいは東海大学のほうは今年度

から文理融合学部というのを新しく創設され

ました。こういうふうに少しずつかもしれま

せんけれども、非常にその辺の考え方は浸透

しつつあって、新たな時代に向かっているの

かなというふうな理解はしてございます。 

 

○ 田大造委員 もう本当、この技術という

のはすごくて、特にプログラミング言語とい

うのは、天才的な人が出てきたら国境を越え

るわけで、本当に人材を私は育成してない

と、本来日本人がやるべきプログラミングの

仕事がどんどん海外に委託したらできちゃう

と、そういう時代がもうすぐそこまで、もう

今現にそうなっているんだと思います。 

 ぜひ世界に負けないような仕組みを、やっ

ぱり人材をつくる仕組みを、まず県立大学か

らでもお願いしたいなと。自前ですごい人材

ができるんだよというシステムをつくるのが

行政の役割だと思ってますので、ぜひよろし

くお願いします。 

 

○緒方勇二委員長 要望で、お答えいいです

ね。 

 ほかに。 

 

○小早川宗弘委員 この資料を見ながら、い

よいよデジタル、ＤＸの時代が始まるんだと

いうふうなことを感じながら皆さん方の説明

を聞いておりました。 

 ちょっと細かい話でありますけれども、や

っぱりデジタル、ＤＸ社会を支えるためには

情報基盤、これは当たり前のことであります

けれども、情報基盤の整備、県内どこでも光

回線が使えますよとか、５Ｇが使えますよと

いうふうな形にならないと、なかなかこうい

うデジタル、ＤＸの社会というのはできてい

きにくいのかなというふうに思います。 

 １つちょっと事例を申し上げますけれど

も、八代にコールセンターが誘致されまし

た。それで、もう１年近く営業されてます

が、時々回線が不安定になると――夕方と

か。あるときは、一日ちょっと仕事ができな

かったりすると。光回線の電話を使っている
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というふうなことで、非常にお困りだという

ふうなこともお聞きしましたけれども、これ

はＮＴＴに言うても、もうちょっと加入者が

増えないと整備ができませんよとか、そうい

った具合で、なかなか通信回線の改善にはつ

ながらないということでですね。ただ、通信

回線が不安定というふうな形になると、誘致

してきた企業も、地方にせっかく来たのに、

こういう状態だと非常にもう仕事に差し障り

があるというふうな、デジタル、ＤＸ社会に

反することではないかなというふうに思いま

すので、細かいことかもしれませんけれど

も、情報基盤でも高品質で安定的なものをち

ゃんとつくっていくということは大切かと思

いますけれども、その辺は、行政としては何

か見きれますか。 

 専門的なところだけんね、なかなかそこま

では難しいかもしれませんけれども、大体も

う県内全域光ファイバー、光通信は開設され

とると、ネット上ではＮＴＴとか見るとなっ

てるんですよね。(「なっとらんよ、天草

は」と呼ぶ者あり)なってないところもある

かもしれませんけれども、ただ、光回線が開

通しとっても、どれぐらい高品位で安定性が

あるかというのは分からんとですよね。だか

ら、そういうことを細かくやっぱり見ていく

必要があるかな。 

 特に、誘致企業とかが、ＴＳＭＣとか来

て、大容量で高速がないと、光は来とるばっ

てんというふうなことになってしまうと、ま

た、周辺には住宅がいっぱい建つと思います

ので、そういう企業が来るということになれ

ば、前もってそこのチェックもしていただき

たいと思いますが、今の現状ではどういうふ

うな――答えられれば、そういうことについ

て。 

 

○受島デジタル戦略推進課長 超高速のブロ

ードバンドなんですけれども、都市部もそう

ですが、山間地、中山間地も含めて、行政サ

ービス、それから民間サービスをきちっと今

後デジタルの技術でもってやっていくという

からには、おっしゃるように情報通信基盤が

しっかりしておくというのが、これは大前提

になるかなと思っています。 

 地域によっても違いますけれども、例え

ば、もともとＮＴＴ様が提供されてらっしゃ

るところもあれば、公設でつくって、少し老

朽化してきて、これをどうしようかという地

域もございます。あるいは、だんだんだんだ

ん容量が増えてきているということもあっ

て、もうちょっと強靱化したいという地域も

ございます。それぞれこれまで設置して運営

してきた主体が、民間だったり公営だった

り、違うということもございますので、そこ

の市町村さんとも、ちょっと丁寧に、今後ど

うしていくかということを、あるいは課題が

どの辺にあるかということをお聞きしなが

ら、県としても対応してまいりたいというふ

うに考えております。 

 

○小早川宗弘委員 分かりました。通信会社

は民間ですから、やっぱり事業の採算性が合

わないと、なかなか再整備とか、リニューア

ルだとか、あるいは回線の増強だとか、そう

いうのはしていかないと思いますけれども、

常にそういうふうなクレームとか地域の声が

あれば、やっぱり行政としては、通信会社、

民間の会社にもプレッシャーをかけていくべ

きだろう、それぐらいの助言はしていかんば

あかんと思いますので、ぜひ市町村との連携

をしながら、そういった取組を充実させてく

ださい。 

 

○池田和貴委員 すみません、ちょっと関連

して。 

 私は、今の受島さん、分かりますけれど

も、ちょっと少し残念に思ったので。 

 確かに民間なんですよね。ただ、よく考え

てくださいね。社会資本って、今道路とか港
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とかありますよね。これは行政が造ってきま

した。高速道路が通ったところは、インター

の近くっていろんな集積が進んでいってるん

ですよ。 

 例えば、あれは人が車に乗って移動するた

めの道ですよね。通信って、いわゆる情報が

動く道なんですよ。そういう意味では、やっ

ぱりどこでも道路を欲しがるように、今後の

ＤＸ社会では、やっぱりきちんと道路はやっ

ていかなきゃいけないんですよね。 

 例えば、その高速道路でも民間の高速道路

会社に任せられるところはそれでやりますけ

れども、それじゃ採算が合わないというとこ

ろは地域高規格道路でやってるわけですよ

ね、全部税金入れて。私、同じような考え方

だというふうに思うんですよ、今後の社会資

本という意味では。 

 ですから、そういう意識、民間がやってる

んじゃなくて、そういう意識になって変えて

いかないと、多分ＤＸって進まないと思う

し、そういうふうにいわゆる基盤が進んでく

れば、便利だったら誰でも自ら使おうとして

くるんですよね。だから、そういうふうな社

会に変えていくということを我々が考えてい

かないと、多分駄目なんじゃ――駄目って言

ったらおかしいんですけれども、ちょっと時

代に合わないんじゃないかなというふうに思

いますので、そこはやっぱり地方創生を進め

る、この移住、定住もありますけれども、そ

ういうのを進めようと思ったら、道路が必要

なように通信インフラも必要なんですよとい

うことをしっかりと認識した上でやっていく

ことが、私は必要じゃないかというふうに思

うんですね。 

 ぜひそういった考え方で、御答弁、もし思

ってらっしゃったら、そういうのが出てくれ

ばうれしいなと思いましたので、すみませ

ん、よろしくお願いしたいと思います。 

 

○受島デジタル戦略推進課長 すみません、

説明が悪くて大変失礼いたしました。 

 今御指摘ありましたように、このブロード

バンドの話は、情報通信基盤の中でも非常に

核になる部分であると思っておりまして、今

御指摘あったように、もともと固定電話が、

これまで電気通信事業法の中で、ユニバーサ

ルサービスということで、基本的に必ずやら

ないといけないと。その代わり、その利用者

の方々からも、不採算地域にそういった整備

が行えるように、月額数円は徴収があって、

それを財源に事業者のほうが不採算地域で整

備していくという仕組みがございました。 

 今回のブロードバンドにつきましても、い

わゆるユニバーサルサービス等もあって当た

り前というふうな前提の中で、電気通信事業

法が今回改正になりまして、こういったこと

を財源にしながら、電気通信事業者のほうで

もしっかり整備を進めていただけるという環

境ができたものですから、我々としまして

も、繰り返しになってしまいますが、市町村

の方々と、どこに課題があって、どういった

要望があるのかというのを丁寧に拾いなが

ら、通信事業者さんのほうと、要望をお伝え

するなり進めてまいりたいというふうに考え

てございます。 

 

○池田和貴委員 私はさっき言ったような考

え方を持っているんですけれども、今後は、

やっぱり今まで道路とかそういうインフラが

必要だったように、情報の道、これはやっぱ

り整備していかんば、多分それが整備してな

いところって、やっぱり競争に参加すらでき

なくなってしまうんですよね。ぜひ頑張って

いただきたいと思います。 

 

○緒方勇二委員長 よろしいですかね。 

 移住、定住関係はないですか、質疑は。 

 

○松田三郎委員 すぐ終わります。その前

に、今池田先生がおっしゃったように、道路
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で非常に我々田舎は不利な条件に置かれまし

て、要望しても要望してもできませんので、

こういうこの通信こそ、同じ日本に住んでい

て、ふだんかなり虐げられておりますので、

企業誘致でありますとか、移住、定住におい

ても、そもそもそれも不利ですので、田舎こ

そ早く整備をしてもらいたいというのを私か

ら要望しておきます。 

 １点だけ、17ページ、久保田課長にです

ね。 

 事例２のジョブケーションと書いてありま

すが、私の不勉強かもしれない。 

 ワーケーションというのは、よく聞きます

けれども、ワークとジョブ、一緒かな、違う

かなと思い、特別な意味を込めた用語なんで

すかね、これは。この中身を見てると、どう

もワーケーションとは違うかなと思いますの

で、そこの区別なり用語の説明をしていただ

きたい。 

 

○久保田地域振興課長 地域振興課でござい

ます。 

 ここでジョブケーションという言葉が使わ

れたのは、この玉名市の事業の中で、都市部

の人材、例えばシェフの方などが地元に来

て、地域と連携を図りながら、食材などの販

路開拓などに取り組むということで使われた

ものでございます。 

 

○松田三郎委員 玉名市が何か思いを込めて

使われた用語だということなんですね。 

 

○久保田地域振興課長 申し訳ございませ

ん。説明が不十分でした。 

 今回は、地域の課題解決にも取り組むとい

うことで、玉名市さんはジョブケーションと

いう言葉を使われたというところでございま

す。 

 

○松田三郎委員 城戸先生に聞いときます。 

 

○緒方勇二委員長 ほかにありませんか。 

 

○ 田大造委員 16ページの空き家バンクプ

ラットフォームについて、もうちょっと詳し

くお聞きしたいんですけれども、新規事業と

いうことなんですが、私の認識では、世間一

般の20％ぐらいがもう空き家になってて、そ

の空き家問題というのは、全国的な社会的な

問題となっていると。この新規の空き家バン

クは、県内の何件ぐらいを対象とするのか

と。 

 私の認識としては、空き家をどうするかと

いうのは、これは個人の問題であって、民間

の不動産屋さんが扱うことだと思うんです

よ、基本的には。行政がこれの問題解決に一

肌脱ぐという場合は、いろんな空き家をお持

ちの方で特色がないとやっぱり意味がないと

思うんですよね。田舎の空き家をこれ使って

くださいと、移住者で、月10万円で貸します

よと、そういうのを表示するのは、これは基

本的に民間の仕事であって、多分考えていら

っしゃると思うんですけれども、今郡部で

は、空き家にするよりか、ただで貸し出した

いと、ただで住んでいただいたほうが物件が

傷まないという持ち主というのは多くいると

思うんですよね。何か特色があるのか、どの

くらいの件数まで広げていくのか、ちょっと

教えてください。 

 

○久保田地域振興課長 地域振興課でござい

ます。 

 現状として、空き家バンクは市町村ごとに

設置しており、それぞれの市町村の中で、空

き家の持ち主から賃貸や売買について御理解

をいただいた空き家の情報を掲載していま

す。市町村ごとですと、どうしても市町村に

よっては登録物件数が少ないので見てもらえ

ないといったところもございます。それより

も県で一つにまとめて市町村ごとの空き家バ
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ンクの情報を集約したほうが、利用者にとっ

ても熊本県内全域の情報にアクセスできると

いうことで、今回そのプラットフォームを構

築するというものでございます。 

 ですから、利活用できる、貸せる、あるい

は売れる空き家があるのであれば、できるだ

け数多く登録していただきたいと思っており

ますけれども、現状、市町村ごとの空き家バ

ンクには600数十件ほどの登録があると聞い

ております。 

 

○ 田大造委員 これは、県単独事業と考え

てよろしいんですか。 

 

○久保田地域振興課長 これは、県の単独事

業でございます。 

 

○緒方勇二委員長 よろしいですか。 

 

○吉永和世委員 移住定住関係事業でお尋ね

したいんですけれども、移住、定住を考えて

いる方々、相談窓口というんですか、いろい

ろ福岡でも窓口を開設されたということなん

ですけれども、その中で、くまもとスタイル

として、仕事の部分、子育ての部分で、よか

ボスですか、よかボスという何か企業、団体

というのがあるんですけれども、その窓口の

中で、いわゆるこれはくまもとスタイルなの

で、熊本独自でこういうのをやってますよと

いう形で紹介できるんでしょうけれども、そ

れに対する評価というか、反応というか、そ

こら辺は何かありますか、情報として。 

 

○久保田地域振興課長 地域振興課でござい

ます。 

 そうですね。よかボス企業の取組について

は、昨今のワーク・ライフ・バランスの促進

の中で、やはり仕事一辺倒ではなくて、子育

てですとか家庭のことを大事にしていくとい

うこと、従業員、部下の方たちのワーク・ラ

イフ・バランスに理解を持っている、大切に

しますよということを、事業主、上司に宣言

をしていただいて広めていこうという取組で

ございます。 

 先ほども現状を御説明させていただきまし

たけれども、９月の時点で926の事業所に登

録いただいていますので、ここはやはり一つ

のいい取組として普及しているのではないか

と思っております。 

 

○吉永和世委員 我々の地域もそうなんです

けれども、働き手というのが非常に不足し

て、喉から手が出るぐらい働き手が欲しいん

ですけれどもというのが現状だと思うんで

す。 

 移住、定住化が本当に進んでいくならば、

そういった部分の大きな成果として非常に貴

重な取組だと私は思うんですけれども、その

中で、子育て環境とか医療、福祉、いろいろ

判断する基準があるんだと思うんですけれど

も、だから、やっぱり会社としてこうあるこ

とが必要なんだというのがあるとするなら

ば、それがもしよかボス事業がその一つに値

するならば、地域としてよかボスをしっかり

と目指していこうじゃないかというのは、こ

れは地域の魅力づくりじゃないですけれど

も、そういったことも取り組めるのかなとち

ょっと思ったりするんですよね。 

 ですから、地域として、よかボスなんて当

たり前だ、そういった環境をつくっていくと

いうことも、一つの大事なことかなと思うん

ですけれども、今よかボスの成果として、こ

ういったことが評価されてますとか、何かそ

ういうのがあれば紹介していただければな

と、そういった気持ちでお尋ねをしたんです

けれども、何かあります。 

 

○井藤健康福祉政策課長 健康福祉政策課で

ございます。 

 このよかボスの事業については、一応くま
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もとスタイル、この子育て関係なんですけれ

ども、これは子ども未来課のほうで所管をし

ておりまして、私たちのほうは、この事業の

概要について知っているレベルで、詳細につ

いては、まだちょっと把握してないところが

正直ございます。 

 今回のこの子育ての推進事業、この移住、

定住のところで掲げている趣旨としては、も

ともとその生活環境をきちんと整備するとい

うことが、移住、定住する側からすると望ま

しい環境といいますか、そういったことを求

めていくということで、我々としては、県内

に住んでいる人のまず子育て環境というのを

しっかり整備していくと、その子育て環境を

整備することが、ひいては県外からの移住、

定住にもつながっていくということで、その

代表的な例として、今回、この事業を挙げさ

せていただいているというような状況でござ

います。 

 成果については、まだ今現在進行中の状況

でございますので、具体的にこれが成果と

か、そういったところについては、うちの所

管課のほうとも、そこの見極めといいます

か、そこはしっかりと整理をしていく必要が

あるかなというふうに思っております。 

 以上です。 

 

○吉永和世委員 よく分からないんですけれ

ども、この移住、定住というのは非常にいい

ことなので、しっかりと推進していくことに

よって、地方の抱えている課題とか労働者の

問題に非常に関係してくる部分であると思い

ますので、しっかりと取り組んでいく必要が

あるんだろうと思います。県だけではなく

て、地方自治体、市町村、そこら辺としっか

りと連携を進めて取り組む事業なのかなと思

いますので、ぜひ連携取ってやっていただき

たいと思います。 

 

○緒方勇二委員長 ほかに質疑ございません

か。 

 

○久保田地域振興課長 地域振興課でござい

ます。 

 先ほど、人手不足ということで委員からも

お話ございましたが、一方で、実際に本県に

移住された方のアンケート、前回の本委員会

でも御説明させていただきましたけれども、

やはり移住するに当たって、仕事に対する不

安というのをお持ちの方というのがかなり多

くいらっしゃいました。やはり移住するに当

たって、仕事あるいは住まい、そのあたりが

一つ大きな課題といいますか、クリアするべ

きハードルになっていくかと思いますので、

その点につきまして、移住希望者の熊本での

仕事ですとか、あるいは熊本で働くというと

ころを、どのように移住希望者にイメージし

ていただくかというところも必要になってく

るかと思いますので、その辺りは、引き続

き、仕事という部分にも光を当てて、しっか

りと移住、定住の施策の推進に取り組んでい

きたいと思っております。 

 

○小早川宗弘委員 11ページの右側です。女

性が住みたくなる地域おこしスタートアップ

事業、移住、定住関係の取組をされるという

ふうなことで、何か面白い視点でこういう調

査をされているのかなというふうに思って、

これは、東京、大阪、福岡圏への転出者アン

ケート戦略で、その下もＵＩＪターンで

1,000人というような調査をされているのか

どうか分かりませんけれども、概略、その調

査結果とか、その辺のことは何か分かってる

んですか。 

 

○板橋男女参画・協働推進課長 男女参画・

協働推進課でございます。 

 このアンケートにつきましては、８月から

９月の上旬にかけまして、アンケート調査、

それからヒアリングを行っております。今県
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立大学のほうと共同でやっておりますけれど

も、まさにアンケート結果、ヒアリング調査

の内容を取りまとめ中でございますので、な

るだけ早く10月をめどに報告をまとめたいと

思っているところでございます。 

 以上でございます。 

 

○小早川宗弘委員 女性をターゲットにとい

うのは、なかなか面白い発想ではないかなと

いうふうに思ってます。私の同級生とか近い

世代の方、これは若い世代もそうかもしれま

せんけれども、女性に限っては、都会に行か

れると、福岡とか大阪、東京がほとんどです

けれども、なかなか帰ってきたといううわさ

はあんまり聞かなくて、もう帰ってこらっさ

んかもしれんばってん、そこをターゲットに

取組というのはいろいろ分析をして、少しチ

ャレンジもあるかもしれませんけれども、そ

ういうアンケート調査も非常に興味がありま

すので、ぜひ結果をまとめてお知らせをして

いただきたいと思います。 

 以上です。 

 

○前田憲秀委員 関連で。 

 今小早川先生が言われた、私も11ページな

んですけれども、板橋課長がいいのかな。 

 20代、30代の女性の転出超過数が男性を上

回っている要因の調査ですよね。これは、何

かデータ的にはあるんですか。どれぐらい転

出が多い。 

 

○板橋男女参画・協働推進課長 男女参画・

協働推進課でございます。 

 この調査を始めるに当たりまして、令和元

年のデータがございました。その中で、令和

元年度の状況でございますけれども、転入か

ら転出が超過している数ということで、男性

の場合は、令和元年度はマイナスの1,150、

それから女性のほうはマイナス1,622という

データで、女性のほうが男性よりも約1.5倍

という転出超過というデータがございました

ので、この内容をきっかけとして、この調査

を進めることにいたしました。 

 以上でございます。 

 

○前田憲秀委員 今の数がどういう影響があ

るのかというのは、分析結果を待ちたいと思

うんですけれども、私が、もう15年ぐらい前

になるんですけれども、マニフェストがはや

ってたときに、フューチャービジョンといっ

て、九州の人口動態調査をしたことがあるん

ですよ。そして、30代の女性が比較的とどま

ってらっしゃるというところが熊本と福岡だ

ったんですよ。それ以外は、もう40代、50代

が多くて、いわゆる高齢化が進むという分析

で、熊本、福岡は、当時は、まだとどまって

らっしゃる、いわゆる子育て世代がいらっし

ゃるというデータがあったのを記憶してるん

ですよね。この20代、30代の女性が転出とな

れば、仕事なのかどうか様々あるんでしょう

けれども、他県で結婚したらまず熊本には戻

ってこられないでしょうし、これは非常に深

刻な問題じゃないかなと、私はこの一文だけ

を見て思いました。 

 全国的に、全体的に高齢化は進むんですけ

れども、いかに食い止めるかというのは、や

はりこの20代、30代の女性にターゲットを当

てるというのは、非常に私は大事なことじゃ

ないかなと思うので、分析結果も大事ですけ

れども、これは移住、定住ではなかなか収ま

らない話だとも思います。そこは、そういう

ことも踏まえて、ぜひしっかり調査、分析を

していただきたいなというふうに思います。 

 要望でございます。 

 

○緒方勇二委員長 ほかに質疑はございませ

んか。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり) 

○緒方勇二委員長 なければ、次に、行政サ

ービスの維持向上に関する件について、質疑
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はありませんか。 

 

○池田和貴委員 市町村支援に関する取組

で、いろいろ御説明していただいて、新たな

取組も進められるということで、大変いいこ

とだというふうに思います。 

 さっきのデジタルの話じゃありませんけれ

ども、デジタルって、こういうその皆さん方

が説明会をやって、成功事例をつくって、そ

れを横展開していこうとしたときに、物すご

く便利なツールになっていくと思うんですよ

ね。 

 そういう意味では、こういう市町村の行政

のことって、多分行政の人たちってみんな同

じ課題抱えてるので、デジタル使って横展開

するとか、問題を共有するとか、デジタルの

いつでも自分が見たいときに見れるとか、探

しやすくするとか、そういうことを意識して

事業を進めていくことって大事だというふう

に私は思うんです。そういう意味で、もしそ

ういう工夫を考えてらっしゃってるのであれ

ば、そういったところをぜひ教えてもらいた

いなと思うんですけれども。 

 

○受島デジタル戦略推進課長 デジタル戦略

推進課でございます。 

 県内45市町村、規模も様々でございますけ

れども、特に小規模な市町村になりますと、

なかなか専門の職員さんがいたりいなかった

りというふうなことになってきてて、ただ、

御指摘いただいたように、課題というのは、

隣の町もよその市も同じような課題というの

は結構抱えているところが多くございます。 

 今年度、デジタル戦略推進課のほうでは、

特に行政手続のオンライン化ですとか、シス

テムの標準化というふうなことをまずしっか

り進めていかないとという課題認識の下、新

しく連携会議を立ち上げまして、まずは我々

からの情報提供もそうなんですけれども、市

町村間での情報の共有化、それから悩み事の

共有化というのを図っていこうと、そういう

取組を始めたところでございます。 

 以上でございます。 

 

○池田和貴委員 すごく今説明していただい

たことは大事だと思うんですけれども、その

ためにどういうツールが用意されてるかとい

うことなんだと思うんですよね。 

 例えば、我々、ユーチューブ見ますけれど

も、ユーチューブなんかだと、もう今まであ

ったその説明会だとか出したコンテンツがず

っと載ってて、その中から自分が好きなもの

を選べば、いつでも見れるという気軽さがあ

るし、便利さもあるので、みんなやっていく

んですよね。 

 ですから、行政のこういう情報の共有化

も、説明会もやっぱりアーカイブで必ず残し

ていくとか、ほかの人たちが、授業時間じゃ

なくても、家帰ってからちょっと見てみよう

かなと思ったときに見れるとか、休みのとき

にちょっと見れるとか、会議主催してもその

場に行かないと駄目だとか、その場合もオン

ラインをつながないと見れないとかというこ

と、そこも大事なんですけれども、それに参

加できなかった人がいつでもそういうのを見

れるということ、やっぱりそういう環境をつ

くっていかなきゃいけないんじゃないかなと

思います。あと、いかにその分類して分かり

やすく、そういったのにアクセスできるかと

いうことを考えながらやっていったほうがい

いんじゃないかなと思います。多分その辺、

見ていれば、こううなずいてらっしゃるので

分かってらっしゃると思いますので、ぜひそ

ういうふうにしてやっていっていただきたい

と思います。 

 

○緒方勇二委員長 ほかに質疑ございません

か。 

 

○ 田大造委員 昨年、デジタル庁がようや
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く発足して、このデジタル化というのは本当

難しいなって、私も横で見てて思うんです

が、先進国の中でも絶望的なぐらい日本はデ

ジタル化が遅れてると言われているのは、も

う御承知のとおりだと思います。省庁も、全

てシステムは、東芝を使ってたり、日立を使

ってたり、もう全然違うと。これが市町村レ

ベルでも全然システムが違ってて、そのシス

テムを統一して、本来一緒のシステムでやっ

ておけばよかったのに、自治体に独自にやら

せてた結果、もう本当、どこが主導してシス

テムを構築していくかという話を今している

と思います。 

 熊本県が主導して市町村のデジタル化の音

頭を取って、例えば、具体的に今ワクチン接

種券は郵送で届いて、今９割以上の国民がス

マホに切り替えている時代で、接種券だけは

郵送と。本来、ネットで各スマホに、あなた

接種券ですよって通知が来れば、それで管理

すれば済むことなんですけれども、給付金の

申請もそうです。全部スマホで完結できるは

ずなんですけれども、我が国だけはそれがで

きてないと。これは、そういうデジタル化、

具体的に県民が実感できるデジタル化という

のは、今の速度でどのくらいでできるという

ふうに予想してらっしゃるのか、教えてくだ

さい。 

 

○受島デジタル戦略推進課長 なかなかちょ

っとストレートなお答えにはならないのかも

しれませんが、住民の方から捉えて、行政手

続がオンラインで済むというのが、まず実感

できる最初のステップかなというふうに考え

ております。まだまだ県民の方の中にはスマ

ートフォンをお持ちでない、もしくはお持ち

になれない方というのは多数いらっしゃいま

すので、当面はハイブリッドで行くというふ

うなことが想定はされるんですけれども、た

だ、まずは今自治体ＤＸ推進計画、総務省の

ほうがつくっております計画の中でも、子育

てですとか、あるいは介護に関しますそうい

った手続については、今年度中に全てオンラ

インでの受付ができるようにしましょうとい

うのが大目標になっております。 

 先ほど言いました市町村との連携会議です

とか、我々のほうから専門職員を送り込んだ

り、あるいは我々自身が市町村等のところに

行って課題を解決したりというようなところ

も、まずここを中心にやっていこうというふ

うに思ってます。 

 その上で、26手続がさらに――特に住民の

方に直結するようなサービスについて、手続

がオンライン化されていくというふうなこと

についてステージを進めていきたいと考えて

おります。 

 

○緒方勇二委員長 ほかに質疑はございませ

んか。 

 

○松田三郎委員 資料の27ページですけれど

も、坂野課長の御説明で、中段ぐらいです

ね。 

 アンケート結果、作成の検討をしていない

38、その下の理由が、総合計画や人口ビジョ

ンと類似している、違いがよく分からない、

予算、人手が足りない、最後に至っては必要

性が感じられないという、なかなか少々のこ

とをやっても、次の12月の委員会でもあんま

り変わっておりませんというようなことが予

想できるような状況かなと思いますが、どう

しますか。 

 

○坂野市町村課長 市町村課でございます。 

 今先ほど御説明させていただいたとおりの

状況ではございます。なかなか将来に向けた

取組といいますのは、県のほうがこうやるべ

き、こうしたほうがいいと強力に何か推し進

めるというよりも、やはり自主的に自らの問

題として考えていただくというところが、こ

こはとても大事なところかなというふうに考
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えております。 

 そのため、県のほうからも、国からいろい

ろ情報をいただいて、しっかりお伝えすると

いうことと、あと、市町村課ということで、

様々な市町村とのやり取りをする機会がござ

います。市町村の総務課長さんとか、財政の

担当の方とか、そういった方とやり取りをす

る機会もありますし、あるいは最近、マイナ

ンバーの関係で、住民課の皆さん方と話をす

るような機会もございます。いろんな実情を

市町村のほうからお聞かせいただいて、その

上で、国はこういうふうなところをやはり問

題意識として持っていると、県もこういうふ

うに持っているということを、その課題意識

の共有といいますか、そこをしっかりとやっ

ていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

 

○松田三郎委員 それはおっしゃるとおりだ

とは思いますが、例えば、市町村って一くく

りの中でも市、市でも人口、予算規模も大分

違うでしょうけれども、市役所と町村の役

場、職員さんの数あるいは一人何役やってい

るかというのは、実は前回の期の地域対策特

別委員会でいろいろデータも出していただき

まして、なかなか、やっぱり小さい町村で、

しかも災害とかの影響、まだ復旧、復興も途

上だというところにこの話は、そこは多少遠

慮しながら進められるところもあろうかと思

いますが、なかなかここに書いてあるのが実

情なのかなって、率直な意見なのかなって、

プラス加えて、首長さんの意識なり、担当の

方が例えば首長に言うたときどやんなるかと

かという個別の状況とかもあろうかと思いま

すので、一挙に12月の委員会のときに大分増

えましたということは、それがいいのか悪い

のかは別として思っておりますので、ぼちぼ

ち進めていただければと思います。 

 以上です。 

 

○池田和貴委員 すみません、何度も申し訳

ないです。 

 今おっしゃったようにすごく大事なこと

で、課長が話されることも大事なんですけれ

ども、ちょっと視点を変えてみると、何か難

しい話でも、例えばテレビで池上彰さんの解

説をすると、素人の人たちが、ああ、なるほ

どねみたいなふうに分かっていくんですよ

ね。これは、制度とかというのも誰かが分か

りやすくかみ砕いて話をすることで、その専

門的なことも必要なんですけれども、そうい

う話をすることで興味って変わってくるし、

ああ、こんな感じなんだと、これやればいい

んだとかって分かると思うんですね。 

 デジタルを使うということは、そういうい

わゆるスキルを別に持ってた人たちを、自分

たちの代わりにやってもらうということも、

デジタルを使うとやりやすいと思うので、ぜ

ひそういう視点も考えて、大切なことであれ

ば、本当にいかにその人たちの気持ちに落ち

るようなことをできるかどうかということ

も、現場の皆さん方がやっていただくのが一

番いいんですけれども、もしもっと上手な人

がいらっしゃったら、そういう人の力を借り

るとか、そういう視点も持ってやってもらえ

ばいいんじゃないかなというふうに思いま

す。 

 

○緒方勇二委員長 要望でよろしいんです

か。 

 

○平井総務部長 すみません、お答えになる

かどうか分からないんですけれども、今示し

ておられました27ページのアンケート結果の

中で、一番最後の「課題が顕在化していな

い」というくだりが多分一番深刻な答えなの

ではないかと思っております。 

 その顕在化していないというのは、理解し

てないだけなのではないか、見えているのに

分析できていないんじゃないか。今池田委員
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から御指摘のあった課題を分かりやすく説明

しなきゃいけないんじゃないかという御指摘

が、まさにそこにぴったりはまるのかなとい

う気がいたしまして、忙しいという言い訳の

中、市町村のほうでも、どうしても、どっち

かというと目を塞いでいるのではないかとい

う気もいたしますので、いただきました御示

唆を踏まえて、その危機感の示し方というの

を、もう少しこちらとしても検討しながら、

ＰＲしていきたいなというふうに感じます。 

 すみません、具体的な取組になりませんけ

れども、そういう考え方で進めていきたいと

思います。 

 

○池田和貴委員 そうやって言っていただく

だけで、頑張ってください。よろしくお願い

します。 

 

○緒方勇二委員長 質疑はございませんか。 

 

○田代国広委員 私は、非デジタルなんです

よ。全く興味がないんですね。携帯電話を持

ってますけれども、電話するだけ、ほとん

ど。あとは辞書を引くとかぐらいで、何も不

自由しないんです。私は、新聞と本です。な

ぜ私がこの本にこだわるかというと、出久根

達郎という作家がいらっしゃいますですね。

あの方が中卒で直木賞作家になりましたが、

夏目漱石全集で自分は政治、経済全てをマス

ターしたとおっしゃっておられます。その方

は、私みたいに、私よりかもっと非デジタル

化の方で、携帯電話も要らないぐらいとおっ

しゃるんですよ。私も否定はしません、デジ

タルを。ただ、やっぱり利便性はいいんです

けれども、本当に人間の能力、知恵、そうい

ったものが十分豊かになっていくかという心

配はいっちょあるんですね。 

 ですから、私は、全く否定はしませんけれ

ども、今の段階でも、将来的にも、恐らく私

たちも、もうしばらく生きますけれども、私

たちが生活する利便性といいますか、範囲は

やっぱり守られていってくれると思います

し、またそうでないと、我々も生きていかれ

ませんけれども、中にはやっぱり90歳でも、

インターネットで、うちの近くでも買い物し

たりする方もおられます。私は、幸か不幸か

知りませんけれども、全くそれには興味がな

いもんですから。ただ、ないといっても、今

申しましたように、全然その不便でもないわ

けですね。生きていく上において、何ら不自

由しませんし、いささかの劣等感も持ちませ

んし、私は、それで今後もやっていくと思っ

ておりますので、ぜひ、私たちが生きていか

れるような環境だけは残してもらいたいと思

います。 

 

○緒方勇二委員長 答えはいいですね。要望

ですね。 

 ほかに質疑は。 

 

○吉永和世委員 質疑じゃございませんが、

市町村支援で、人的支援ということで水俣市

にも職員派遣していただいておりますけれど

も、本当にありがとうございます。頑張って

いただいておりまして、本当にありがたいな

と思っておりますので、これはよその市町村

も多分そうだと思いますが、これは継続して

しっかりとまた今後も対応いただければなと

いうふうに思いますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

 以上です。 

 

○緒方勇二委員長 なければ、質疑はこれで

終了いたします。 

 次に、議題３、閉会中の継続審査について

お諮りいたします。 

 本委員会に付託の調査事件については、引

き続き審査する必要があると認められますの

で、本委員会を次期定例会まで継続する旨、

会議規則第82条の規定に基づき、議長に申し
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出ることとしてよろしいでしょうか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○緒方勇二委員長 異議なしと認め、そのよ

うにいたします。 

 その他として何かございませんか。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり) 

○緒方勇二委員長 ほかになければ、本日の

委員会はこれで閉会します。 

 これをもちまして、第18回地域対策特別委

員会を閉会します。 

  午前11時48分閉会 
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